
　　　　　　　主　　　文
一　原告の被告Ａに対する訴えのうち、Ｂがした申請の取扱いに関する同被告の不
法行為及び不当利得を請求原因とする部分をいずれも却下する。
二　原告の被告Ａに対するその余の請求及び被告藤崎町長に対する請求をいずれも
棄却する。
三　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　事実及び理由
第一　請求
一　被告藤崎町長（以下「被告町長」という。）が、被告Ａに対し、金四四一万五
四〇〇円及びこれに対する平成八年六月二五日から支払済みまで年五分の割合によ
る金員の支払を求めることを怠る事実が違法であることを確認する。
二　被告Ａは、藤崎町に対し、金四四一万五四〇〇円及びこれに対する平成八年六
月二五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二　事案の概要
　本件は、Ｂと藤崎町との間の別件の損害賠償請求事件において藤崎町のＢに対す
る和解金の支払等を内容とする裁判上の和解が成立し、藤崎町が右和解金及び訴訟
追行を委任した弁護士への弁護士費用を支出したことに関し、藤崎町の住民である
原告が、藤崎町は右和解当時藤崎町長の地位にあった被告Ａに対し右公金支出を原
因とする不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有していると
主張して、被告Ａに対しては地方自治法二四二条の二第一項四号に基づき藤崎町が
有する右請求権を代位行使して藤崎町が右和解金等として支出した四四一万五四〇
〇円及びこれに対する公金支出の日又はその後の日である平成八年六月二五日から
支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求め、被告町長に対
しては同項三号に基づき右請求権の行使を怠ることの違法確認を求めている住民訴
訟の事案である。
一　前提事実（以下の事実は、当事者間に争いがないか、証拠によって容易に認め
られる。）
１　原告は藤崎町の住民であり、被告Ａは平成三年ころ以前から平成一一年ころま
での間藤崎町長の地位にあった者である。
２　Ｂは、同人所有の南津軽郡β四八番一及び同所四八番三の各土地上にアパート
を建築することを計画して財団法人住宅改良開発公社（以下「公社」という。）に
アパート建築を委託し、公社は、平成三年八月二九日、自らを建築主とする都市計
画法五三条一項に基づく建築許可申請書を藤崎町長あてに提出した（都市計画法五
三条一項に基づく許可は、法律上は都道府県知事が行うこととされているが、地方
自治法上、いわ
ゆる機関委任事務として市町村長にその事務が委託されている。右の許可申請を以
下「本件申請」という。）。Ｂは、同年一〇月一四日、藤崎町長に対し、本件申請
について建築主を自己名義に変更する旨の名義等変更届を提出した。
３　藤崎町長であった被告Ａは、平成三年一〇月一九日付けで、Ｂに対し本件申請
に係る許可申請書を返送した。
４　Ｂは、平成三年一一月二六日、青森県知事に対し、右許可申請書の返送が実質
的には本件申請に対する不許可処分に当たると主張して、その処分取消しを求める
行政不服審査請求を申し立てた。これに対し、青森県知事は、平成四年八月一九日
付けで、藤崎町長のＢに対する平成三年一○月一九日付け不許可処分を取り消す旨
の裁決をした。
５　Ｂは、平成五年四月三〇日、藤崎町を被告として、建物の建設計画遅延により
被った損害の賠償を求める訴え（以下「別件訴訟」という。）を青森地方裁判所弘
前支部に提起した。
　別件訴訟は、平成八年五月三〇日、藤崎町が二七八万八〇〇〇円の和解金を支払
う等の内容の和解が成立したことにより終了し、藤崎町は、同年六月二五日に右和
解金を支出したほか、訴訟追行を委任した弁護士らに対し同日までに弁護士費用と
して一六二万七四〇〇円を支出した（これら合計四四一万五四〇〇円の公金の支出
を以下「本件支出」という。）。本件支出は、所定の手続に従い手続的に適法に行
われた。
６　原告は、平成九年五月三〇日、藤崎町監査委員に対し、地方自治法二四二条一
項に基づき本件支出について住民監査請求をし、藤崎町監査委員は、同年七月二九
日、これを棄却する旨の監査結果を原告に通知した。
二　争点



　本件の争点は、藤崎町が被告Ａに対して不法行為に基づく損害賠償請求権又は不
当利得返還請求権を有しているか否かである（ただし、被告Ａに対する請求に関し
ては、被告Ａの財務会計上の違法な行為又は怠る事実についての請求権に限られ
る。）。
（原告の主張）
１　不法行為１
　被告Ａは、藤崎町長として、都市計画法五三条一項に基づく本件申請を受理し、
都市計画法五四条の許可基準に反していない場合には建築許可を与えなければなら
ず、不許可処分をする権限を有していなかったにもかかわらず、藤崎町建設課長Ｃ
（以下「Ｃ課長」という。）と共謀し、職権を濫用して故意に本件申請に係る許可
申請書を受理せず、違法な実質的建築不許可処分をして、Ｂのアパート建築を妨害
した
。
　被告Ａは、実質的な建築不許可処分によりＢのアパート建築を妨害した上、Ｂの
行政不服審査請求申立て後も不許可処分の正当性を主張してＢのアパート建築を遅
延させ、Ｂに損害を与えた。本件支出の対象は、Ｂがこの損害の賠償を求めるため
に提起した別件訴訟を解決するための和解金及び弁護士費用であるから、被告Ａの
行為と本件支出との間には因果関係がある。そして、被告Ａは、Ｂに対して実質的
な建築不許可処分をするに当たり、自己にその権限がないことを認識していたもの
であるから、Ｂに対して故意又は重大な過失により損害を与え、その結果藤崎町に
も損害を与えたものというべきである。
２　不法行為２
　被告Ａは、藤崎町長として、右１の違法行為を隠ぺいして自己の法的責任を免れ
るため、別件訴訟に応訴して虚偽事実の答弁をすることを企て、その目的のため
に、違法行為に関する事実経過を藤崎町議会に報告しないまま本件支出を議会に承
認させた。このようにしてされた本件支出は、正当なものとはいえず、これを行っ
た被告Ａは藤崎町に対して不法行為責任を負う。
３　不当利得
　被告Ａは、故意又は過失により本件申請に対し実質的な建築不許可処分をしたも
のであるから、本件支出に係る金員は、本来被告Ａが負担すべきものであった。し
たがって、被告Ａは、本件支出により、自らが負担すべきＢに対する別件訴訟の和
解金及び弁護士費用に相当する額を不当に利得した。
４　財産の管理を怠る事実
　右のとおり、藤崎町は被告Ａに対し四四一万五四〇〇円の損害賠償請求権又は不
当利得返還請求権を有しているにもかかわらず、被告町長は、その行使を怠ってい
る。
５　よって、原告は、被告Ａに対し、地方自治法二四二条の二第一項四号に基づき
藤崎町に代位して不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として四四
一万五四〇〇円及びこれに対する公金支出の日又はその後の日である平成八年六月
二五日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を藤崎町に支払う
よう求めるとともに、被告町長に対し、同項三号に基づき右請求権の行使を怠るこ
とが違法であることの確認を求める。
（被告らの主張）
１　不法行為１について
（一）　被告Ａが違法に不許可処分をしたとの主張は否認する。藤崎町長とＢとの
紛争に関する事実経過は、以下のとおりである。
（１）　Ｂが建築を計画したアパートの敷地の一部は、都市計画道路である国道七
号線の幅員拡幅の都市計画区域内に含まれていた。
　そこで、本件申請を受け付けた藤崎町長である被告Ａが建設省と協議したとこ
ろ、建設省は、Ｂの建物建築は用地買収の支障となることから、問題となる土地を
先行取得の対象地として扱い、早期に用地買収の交渉を行いたいとの意向であっ
た。そのため、被告ＡがＢに建設省の意向を告げた上、藤崎町の担当者においてＢ
と話合いを重ねた。
（２）　話合いの末、Ｂは、藤崎町側の念書差入れと引き換えに用地買収交渉に応
じることを了解し、被告Ａらが作成した念書を平成三年一○月九日に受領した。ま
た、Ｂの委託を受けて本件申請の名義人となっていた公社も、Ｂから建築取りやめ
を告げられたために申請を取り下げるとともにＢとの間の建築に関する委託契約を
解消した。



（３）　ところが、平成三年一〇月一七日、Ｂが考えを急変させ、Ｂ自身を申請名
義人として本件申請に係る許可申請書を出してきたことから、被告Ａらは、本件申
請が藤崎町に対する了解事項に反する信義にもとる行為であると指摘し、本件申請
に係る許可申請書を返戻した上、建築を思い止まるようＢに対する説得を行った。
（４）　しかし、Ｂは、説得に応じることなく、青森県知事に対して行政不服審査
を申し立て、Ｂの申立てを認める趣旨の知事の裁決がされた。
被告Ａとしては、この裁決には不満があったが、諸般の事情を考慮し、再審査請求
はしなかった。
（二）　被告Ａが、Ｃ課長と共謀して故意に本件申請を不受理としたとの主張は否
認する。
　被告Ａは、都市計画の早期実現を願ってＢと交渉を行い、Ｂの約束又は了承の言
葉を信じたものにすぎず、右（一）の交渉経過に照らしても、被告Ａが、Ｂが念書
を受領した以上建築許可申請の撤回についてＢの了解が得られたものと判断するこ
とには無理からぬ事情があるというべきであり、本件申請に係る許可申請書を返戻
したことにつき、被告Ａには何らの故意過失もない。また、被告Ａの行為は、地域
町民の悲願である国道七号線の整備促進のために必要な当然の働きかけであり、説
得の結果Ｂとの間で合意が形成されて本件申請の撤回を了承してもらい、あるいは
了承を得たものと判断した以上、本件申請に対し不許可処分を行うことについて被
告Ａに責任はない。
　さらに、本件申請は、容易に移転し若しくは除却することができる場合に当たら
ないものというべきであるから、都市計画法四五条所定の許可基
準を満たさないものとして不許可処分をすることができるものであり、その意味に
おいても被告Ａの行為に違法性はないし、被告Ａに故意過失もない。
（三）　本件支出と被告Ａによる本件申請に係る許可申請書の返戻との間の因果関
係は否認する。
２　不法行為２について
　藤崎町議会から本件支出につき承認を得る際に被告Ａに義務違反及び故意過失が
あったとする原告の主張は否認する。
３　不当利得について
　別件訴訟における和解金及び弁護士費用について被告Ａに利得があるとの主張は
否認する。
４　財産の管理を怠る事実について
　原告の主張は争う。
第三　判断
一　不法行為１について
１　被告Ａに対する請求
　地方自治法二四二条の二第一項四号に基づく当該職員に対する代位請求について
は、代位の対象となる請求権は当該職員の財務会計上の違法行為等に基づくものに
限られている（同項柱書本文）ことは、その規定自体に照らし明らかである。
　そこで、これを本件についてみるに、原告の主張は、要するに本件支出の原因と
なった非財務会計行為である被告Ａの本件申請に対する取扱いの違法をいうものに
すぎず、財務会計行為である本件支出（厳密には支出負担行為である裁判上の和解
及びその訴訟代理人である弁護士との間の訴訟委任契約又は支出命令）自体の違法
をいうものではない。
　また、原告の主張は、被告ＡのＢに対する実質的不許可処分等の対応を財務会計
行為である本件支出に対する先行行為と位置づけた上で、本件支出に対する先行行
為の違法性の承継を主張するものと解する余地もないではない。しかしながら、一
般に、当該職員の財務会計上の行為をとらえて地方自治法二四二条の二第一項四号
に基づく損害賠償責任ないしは不当利得返還義務を問うことができるのは、右行為
に先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、右原因行為を前提として
された当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであると
きに限られると解するのが相当である（最高裁判所平成四年一二月一五日第三小法
廷判決・民集四六巻九号二七六三頁参照）ところ、原告の主張は、要するにＢの許
可申請に対する被告Ａの対応が違法であったために藤崎町において本件支出を余儀
なくされたことをいうにすぎず、被告Ａによる財務会計行為である裁判上の和解及
び弁護士に対する訴訟委任契約に係る支出負担行為又はその支出命令自体が財務会
計法規上の義務
に違反するとの趣旨を含むものとは解されない。



　右のとおり、いずれにせよ原告の主張は財務会計上の違法行為の主張を含むもの
とはいえない以上、藤崎町の被告Ａに対する不法行為に基づく損害賠償請求権を代
位行使する原告の訴えは、住民訴訟の対象とならない請求権を代位行使する不適法
なものとして却下を免れない。
２　被告町長に対する請求
（一）　前記前提事実に証拠（甲一、二、三の１、五の４、六の２及び３、一二の
３、７ないし１２、１３の１、２７の１、２９、３０、３５ないし３８、乙二ない
し五、七、八、一三、証人Ｄ、同Ｃ、被告Ａ本人）及び弁論の全趣旨を総合する
と、原告主張の不法行為１に関する事実経過として次の事実を認めることができ
る。乙第八号証の記載中、この認定に反する部分は採用しない。
（１）　藤崎町内を通る国道七号線は、津軽地方の大動脈ともいうべき主要幹線道
路であるところ、その藤崎町内のいわゆる弘前バイパス区間（国道三三九号線との
交差点から藤崎町の都市計画街路三・四・一二号との交差点までの区間）の約一キ
ロメートルの部分については、交通量の多さから、付近一帯の慢性的な交通渋滞や
交通事故の多発が問題となっていた。そこで、藤崎町では、昭和四六年三月三一日
決定の都市計画において、当該部分を都市計画街路三・一・一号、通称藤崎・山下
線として幅二二メートルの四車線道路に拡張することを計画し、昭和五〇年代に町
議会において関係の常任委員会等を設け建設省その他の関係機関に随時陳情するな
どして道路拡張の早期実現を目指していた。
（２）　Ｂは、右拡張計画の対象とされた国道部分に沿った自己所有地上にアパー
トを建築することを計画し、その建設資金を公社を介して住宅金融公庫から借り入
れることとして、平成三年七月二四日に同公庫に対して四七〇〇万円の借入れを申
し込み、同年八月一五日に融資を承認する旨の通知を受けた。この融資には、条件
として、公社がひとまずアパートを建築した上で同人が右公庫からの融資金により
アパートを買い取るという方法によることが必要とされていた。
　ところが、建築予定地の一部が右国道拡張計画に必要な都市計画施設の区域内に
あり、アパート建築につき都市計画法五三条一項の許可を必要としたことから、Ｂ
は、同月二九日、公社を建築主とする公社名義の藤崎町長あて建築許可申請書を建
築確認申請書とともに藤崎町建設課に提出して本件申請
をした。
（３）　藤崎町建設課では、本件申請について、仮に建物が建築された場合には国
道拡張事業において用地買収が困難となったり計画変更を余儀なくされ、場合によ
っては必要な基準を満たさなくなることが懸念されたため、平成三年九月六日に職
員を建設省東北地方建設局青森工事事務所及び青森県庁に出張させ、本件申請がさ
れたことを上申するとともに、国側における国道拡張事業の進捗状況を確認した。
これに対し、同事務所は、同月一〇日に職員二名を藤崎町役場に派遣し、藤崎町か
らＢに対して建築を取りやめるよう行政指導することを依頼した。
　藤崎町は、建設省の意向を受け、藤崎町長である被告Ａ（以下、被告Ａの行為
は、いずれも藤崎町長の地位において行われたものである。）以下で本件申請に対
応することとし、同月二四日に被告Ａ、Ｃ課長及び藤崎町建設課建設係長Ｄ（以下
「Ｄ係長」という。）が建設省東北地方建設局青森工事事務所を訪れ、Ｂ所有地の
うち道路用地部分を国において先行取得することの可否について相談した。これに
対し、同事務所側からは、その時点においては国道拡張事業の中では買収はできな
いが、車両のチェーン脱着所用地としての買収については検討するとの回答がされ
た。
　そこで、藤崎町は、翌二五日にＢと話し合い、Ｂのアパート建築計画が国道拡張
事業に与える影響を説明した上、代替地の提供などの妥協案の提案をするなどし
て、国道拡張事業に協力して本件申請を取り下げるよう依頼した。これに対し、Ｂ
は、藤崎町の立場について一応の理解を示したものの、代替地の提案については本
件土地と同様の角地でないと交渉には応じられないと返答したほか、本件申請につ
いては、一○日以内に許可が出るよう藤崎町から建設省東北地方建設局青森工事事
務所に依頼することを求めた。このようにして、Ｂと藤崎町は、本件申請以降同年
一〇月九日までの間、被告Ａ自身が二回ほどＢ方を訪問し、あるいはＢが藤崎町役
場に赴き、時には直接町長室を訪れたりして、本件申請の取扱いについて話合いを
重ねた。
　また、藤崎町は、同年九月末ころまでに、公社が同年八月二九日に提出した建築
確認申請書を返却していた。
（４）　Ｂは、平成三年九月三〇日、従前の公社名義の建築確認申請書を自己名義



に変更して再提出したが、藤崎町建設課は、被告Ａからの指示によりこれを受理を
しなかった。
　一方、建設省は、同年一〇月初めころ
までに、Ｂ所有地のうち国道拡張事業の対象用地となる部分について道路建設の予
算が付されるに先だって弘前バイパスのチェーン脱着場のための敷地という名目で
年度外の早期買収を行う意思を固め、同年一〇月までに建設省が同年中にＢとの間
で用地買収交渉に入り平成四年中には売買契約を締結することを決定した。そこ
で、建設省は、平成三年一○月五日藤崎町との協議の席で、藤崎町に対し、建設省
の意思決定を口頭で伝えた上、用地測量のための本件土地への立入りについてＢに
協力を要請するよう依頼した。
（５）　そして、右依頼を受けた藤崎町がＢに対して用地測量への協力を求めた
上、協力が得られれば平成四年六月ころには用地買収契約締結及び代金支払がされ
る旨説明したところ、Ｂは、平成三年一〇月九日、藤崎町役場での話合いの席で、
口先の説明だけでなく書面がほしいと述べて、被告Ａ、藤崎町助役Ｅ及びＣ課長の
連名による念書を同日中に提出するようＣ課長に要求した。
　これに対し、Ｃ課長は、Ｂの要求について念書と引き換えに本件申請を取り下げ
る趣旨であるものと理解し、同日午後五時半過ぎころ、右三名の各個人名義の別紙
の念書を起案した上、これにつき被告Ａ及び右Ｅの決裁を経て各自の氏名の右側に
それぞれの個人印の押捺を受け、自己の氏名の右側にも自身の個人印を押捺してＢ
に交付した。
（６）　他方、公社は、国会議員から公社理事長に圧力が加えられたこともあって
Ｂとの共同事業によるアパート建築から撤退することとし、受注予定の建設業者で
ある川村建設を介して公社との共同事業を辞退するようＢを説得した。
　Ｂは、この説得を受け入れて公社に対して辞退届を提出した上、平成三年一〇月
一四日には公社名義の建築確認申請を取り下げるとともに、本件申請に係る建築主
を公社から自己名義に変更する旨の藤崎町長あて書面を提出した。さらに、Ｂは、
同月一七日には、工法を在来工法に変更した建築確認申請書を改めて自己名義で藤
崎町に提出した上、同日午後七時ころ、Ｃ課長及びＤ係長から、右確認申請書を一
時受理した旨の念書（甲一二の９）を徴した。
（７）　ところで、被告Ａを初めとする藤崎町側の担当者らは、Ｂが本件申請につ
いて名義変更を行ったり建築確認申請書を改めて提出したことを不審には思ってい
たものの、従前の同人との話合いの中でＢが本件申請の撤回を明確に拒絶する旨の
発言をしていない上、最終的に
は建設省による用地買収がされることを確認するかのような内容の念書を要求して
これを受領したことなどから、同人が藤崎町の意向を理解して本件申請の取下げを
了承したものと理解し、本件申請の問題については解決が図られたものと考えてい
た。
　そこで、被告Ａは、同月一九日付けで、「平成３年８月２９日付け都市計画法第
５３条第１項に基づく建築の許可申請書（平成３年１０月１４日付け名儀変更）に
ついては受理したが、関係機関と協議し、その結果についても十分話し合いをして
きたところであります。その中で、貴殿の要請により念書も提出してある。そうい
う観点から許可できないので返送します。」と記載した「建築行為の許可申請書に
ついて」と題する文書に藤崎町長の職印を押捺したもの（甲一二の１０）を添付し
て、本件申請に係る許可申請書を含む建築許可申請関係の書類とともに、建築確認
申請関係の書類をＢに返送した。
（８）　その後、Ｂは、平成三年一一月一八日、被告Ａに対し、本件申請について
同年一〇月一九日付けで藤崎町長による不許可処分がされたことの証明を求める文
書（甲一二の１１）を提出した。これに対し、被告Ａは、本件申請について平成三
年一〇月一九日付けで藤崎町長が許可できないので返送したことを証明する旨の文
書（甲一二の１２）を作成し、藤崎町長の職印を押捺してＢに交付した。
（９）　Ｂは、平成三年一一月二六日、青森県知事に対し、本件申請に係る許可申
請書の返送が実質的には不許可処分に当たると主張して、その処分取消しを求める
行政不服審査請求を申し立てた。この手続の中で、被告Ａは、弁明の理由として念
書を提出するに至る経緯とともに申請書の返送が不許可処分ではなく十分な話合い
の結果としての単なる書類の返送にすぎず法的措置に当たらない旨主張し、証拠書
額として念書の控えを提出した。
　これに対し、青森県知事は、平成四年八月一九日付けで、藤崎町長のＢに対する
平成三年一〇月一九日付け不許可処分を取り消す旨の裁決をした。



　被告Ａは、青森県が市町村を指導する地位にあることを考慮して右裁決に従うこ
ととし、再審査請求を申し立てることはせず、右裁決の拘束力に基づいてその趣旨
に従い平成四年九月七日付けで本件申請に係る建築行為の許可処分をした。
（１０）　その後、Ｂは、平成五年四月三〇日、藤崎町を被告として、建物の建設
計画遅延により被った損害の賠償を求める別
件訴訟を青森地方裁判所弘前支部に提起し、藤崎町は、これに応訴するため、同年
五月二一日に弁護士二名との間で訴訟委任契約を締結し、同月二六日には着手金と
して六一万八〇〇〇円（内一万八〇〇〇円は消費税）を支出した。
　別件訴訟は、平成八年五月三〇日、藤崎町が二七八万八〇〇〇円の和解金を支払
う等の内容の和解が成立したことにより終了し、藤崎町は、同年六月二五日、右和
解金のほか、弁護士に対する弁護士報酬一〇〇万九四〇〇円を支出した。
（二）　右事実を総合すると、被告Ａは、本件申請が藤崎町の都市計画上の国道七
号線拡張計画予定地内における建物の建築許可を求めるものであって、仮に建築が
された場合には国による国道拡幅事業の進捗に影響を与えるおそれがあり、国道拡
張計画が藤崎町における町政上の懸案事項であること等の事情を考慮して、建設省
東北地方建設局青森工事事務所と協議を重ねた上、同事務所からの依頼もあり、国
による右事業に協力しその円滑な実施を促進するための措置として、行政指導によ
りＢに対して本件申請の任意の取下げを求めたものと認められる。また、被告Ａと
しては、国からの国道拡張事業への協力依頼や国道拡幅の早期実現という藤崎町の
利益と本件申請につき許可を受けてアパートを建築するＢの利益が対立する状況の
下で、Ｂ所有地の早期買収実現という形でＢの利益を図りながらＢのアパート建築
を思いとどまらせて国の用地買収と国道拡幅を早期に実現させるという形で問題の
解決を試み、これに向けて様々な努力を重ねていたものということができる。
　そして、前記認定の事実経過、殊に藤崎町側とＢとの話合いの経過及び念書作成
の経緯のほか、Ｂが徴求した念書が所有地の早期買収実現を求める場合以外には特
に意味を持たない点においてＢの取った行動が不可解なものであること等に照らす
と、Ｂが真実本件申請の取下げを承諾したかどうかはともかく、被告Ａを初めとす
る藤崎町側の者がＢにおいて念書の提出と引換えに本件申請の任意の取下げに同意
したものと理解したことにも無理からぬ面があるといえるのであって、被告Ａが行
政不服審査請求においてＢとの合意の成立を主張しながらも裁決後は速やかに本件
申請に対する許可の応答をしていることも併せ考えると、被告Ａにおいて、本件申
請に係る許可申請書を返戻した上行政不服審査手続でも同意に基づく取下げを主張
してＢの主張を争ったことに関
し、藤崎町に損害を与えることにつき故意又は過失があったとまでは認めることが
できないというべきである。
（三）　右のとおり被告Ａに故意過失が認められない以上、同人の不法行為責任を
いう原告の主張は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
二　不法行為２について
　原告は、被告Ａが、別件訴訟に関しその被告である藤崎町を代表して応訴するに
当たり、自らの違法行為を隠ぺいして法的責任を免れる目的を有していたと主張す
る。
　しかしながら、右の目的の存在を認めるべき直接の証拠はない上、前記一２
（一）で認定した事実経過と甲第三四号証により認められる別件訴訟における藤崎
町の主張を照らし合わせると、被告Ａは、別件訴訟において藤崎町のＢに対する損
害賠償責任を争うために必要かつ相当な主張を展開したものということができ、本
件全証拠によっても、原告主張のような証拠の偽造や虚偽事実と評すべき不当主張
をした等の事情は認められない。なお、被告Ａが念書を偽造したとする原告の主張
は、Ｂに交付した原本とその控えとの些細な差異を殊更取り上げるものにすぎない
し、別件訴訟中の藤崎町の主張を虚偽とする点についても、行政不服審査手続上の
裁決の拘束力や新聞に掲載された被告Ａの談話の趣旨等に関する原告独自の見解に
基づくものということができるから、いずれも採用することができない。
　右のとおり、別件訴訟における藤崎町の応訴が相当なものであり、被告Ａにおい
て不当目的が認められない以上、適法な手続により本件支出をした被告Ａの行為に
ついて藤崎町に対する不法行為責任は成立しないといわざるを得ない。したがっ
て、原告主張の不法行為２は理由がない。
三　不当利得について
１　被告Ａに対する請求
　この点に関する原告の主張は、結局は原告主張の不法行為１と同一の被告Ａの行



為について違法をいうものにすぎないものというべきであるから、前記一１で説示
したところと同様の理由で財務会計上の違法行為の主張とはいえない。よって、原
告主張の不当利得に基づく被告Ａに対する訴えは、不適法として却下を免れない。
２　被告町長に対する請求
　原告は、藤崎町が支出した本件支出に係る金員が本来被告Ａにおいて負担すべき
ものであったとして、被告Ａが本件支出と同額の利得をした旨主張する。
　しかしながら、本件支出の対象が藤崎町が被告とされた別件訴訟における和解金
及び弁護士に対する訴訟委
任のための弁護士費用である以上、これを直接負担すべき立場にあるのは藤崎町で
あるし、最終的に被告Ａがこれを負担すべきか否かは、結局被告Ａが右支出に関し
て何らかの法的責任を負うかどうかの問題に帰着し、そこで解決が図られるべきも
のである。したがって、被告Ａの藤崎町に対する責任の有無とは別に、独自に被告
Ａにおいて本件支出に関する利得の有無が問題になる余地はないものというべきで
ある。
　そうすると、藤崎町の被告Ａに対する不当利得返還請求権の存在をいう原告の主
張は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
四　以上のとおりであるから、原告の被告Ａに対する訴えのうち、Ｂがした本件申
請の取扱いに関する不法行為及び不当利得を請求原因とする部分についてはいずれ
も不適法として却下し、被告Ａに対するその余の請求及び被告町長に対する請求は
いずれも理由がないから棄却を免れない。
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